
１．令和５年度平均保険料率に関する議論の経緯

令和５年度の保険料率については、①医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという財政の赤字構造が解消されていないこ
と、②不透明さが増す経済状況の中、コロナ禍前のような保険料収入の増加が続くことが期待できないこと、③医療給付費
がコロナ禍前の水準を上回って推移していることや、令和５年度以降は後期高齢者支援金の一層の増加が見込まれているこ
と等を踏まえ、運営委員会において議論が進められた。

【運営委員会】

運営委員会では「本来であれば保険料率引き下げの検討をお願いしたいところだが、将来の財政状況を考慮すると、平均
保険料率10％維持はやむを得ない」、「制度を安定的に運営していくため、できる限り長い期間平均保険料率10％を維持し
ていただきたい」など、10％維持に賛同する意見が大勢を占めていた。

【支部評議会】

支部評議会においては、意見の提出があった支部は47支部あり、そのうち、「平均保険料率10％維持」の意見が39支
部、「引き下げるべき」との意見が１支部、「平均保険料率10％維持の意見と引き下げるべきとの意見の両方の意見があっ
た（両論併記）」が７支部であった。

２．今後について

（１）平均保険料率について
令和５年度の平均保険料率については、10％を維持する。

（２）保険料率の変更時期について
令和５年４月納付分からとする。
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